
入札説明書

令和８年１月２８日さいたま市告示第１２９号により告示した「さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。

１　競争入札に付する事項
（１）件名
さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務
（２）業務概要
　　　別紙仕様書のとおり
（３）履行場所
さいたま市浦和区駒場２－３－４５外
（４）契約期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで
（５）履行期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
（６）入札方法
　　　一般競争入札

２　競争入札参加資格に関する事項
令和８年１月２８日さいたま市告示第１２９号で定めているとおり、本入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしている必要があります。
（１）本入札の告示日において、令和７・８年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品等）（以下「名簿」という。）の業種表・営業品目一覧のうち、業務区分「建築物管理」の等級区分がＡ級で登載され、かつ、さいたま市内に本店を有している者であること。
（２）次のいずれにも該当しない者であること。
ア　特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者
イ　施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者
（３）本入札の告示日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
（４）開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
（５）開札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
（６）過去５年間に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と延床面積６，０００㎡以上の施設における同業務の契約を１回以上締結し、かつ、履行した実績を有する者であること。
（７）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条に規定する第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者を１名以上配置できる者であること。
（８）本業務を実施する営業所等において、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の２第１項第８号の建築物環境衛生総合管理業の登録を受けている者であること。

３　競争入札参加資格の確認に関する事項
本入札に参加を希望する者は、次により競争入札参加申込及び参加資格確認の申請をしてください。
（１）受付期間
告示の日から令和８年２月１１日（水）まで（さいたま市青少年宇宙科学館条例（平成１３年さいたま市条例１２５号）第４条第１項に規定する休館日を除く午前９時から午後４時まで）
（２）受付場所
さいたま市浦和区駒場２－３－４５　さいたま市青少年宇宙科学館
（３）提出方法
３（２）に持参すること。
（４）提出書類
ア　競争入札参加申込兼資格確認申請書
イ　前項の添付書類（参加資格要件を証明する書類）
（ア）契約実績並びに適正な履行を証明する書類（契約書の写し、検査結果通知書等）
（イ）電気事業法の規定に基づく電気主任技術者第三種の免状の写し
（ウ）建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録証明書の写し

４　競争入札参加資格確認結果通知書の交付
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとします。
（１）交付場所
３（２）に同じ
（２）交付日時
令和８年２月１８日（水）午前９時から午後４時まで
（３）その他
郵送希望者については、３の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けます。

５　入札説明会に関する事項
　　入札説明会は開催いたしません。仕様その他に関する質問のある場合は質問書を提出してください。
（１）提出先
さいたま市青少年宇宙科学館
電子メールアドレス：uchu-kagakukan@city.saitama.lg.jp
（２）提出方法
電子メールにてお願いいたします。（ＦＡＸ不可）
（３）受付期間
告示の日から令和８年２月１１日（水）まで
（４）質問に対する回答方法
　　ア　回答方法　競争入札参加資格確認結果通知書と併せて交付
イ　回答日時　令和８年２月１８日（水）午前９時から午後４時まで
（５）その他
入札参加希望者（競争入札参加申込兼資格確認申請書を提出した者）からのみ質問を受け付けます。
また、共通の認識とするため、すべての質問と回答を各入札参加希望者に通知します。

６　入札に関する事項
　　入札参加資格の確認の結果、競争参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者は、次のとおり入札書を提出してください。その際は、競争入札参加資格確認結果通知書を持参してください。
（１）入札に参加する場合
ア　提出書類
入札は、所定の入札書をもって行うこと。入札書を封入する封筒については任意のものを使用し、あて名「さいたま市長」、入札件名「さいたま市青少年宇宙科学館設備管理業務」及び入札者名を記入すること。
なお、入札提出書類は以下のとおりである。
（ア）委任状（代理人が出席する場合）
（イ）入札書　総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
イ　日時　令和８年３月２日（月） 午前９時００分
ウ　場所　さいたま市浦和区常盤６－４－４　さいたま市役所第二別館１階
第１会議室
エ　入札に立会う者に関する事項
（ア）入札に立会う者は、入札者又はその代理人とし、１名のみ入札場所へ入場できる。
（イ）入札者又はその代理人が入札場所に入場しようとするとき、身分証明書の提示を求める場合がある。
（ウ）代理人をして入場させる場合においては、入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
（エ）入札時には、必ず携帯電話の電源は切ること。
オ　入札の辞退　入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届を持参し提出すること。
なお、入札を辞退した者が、これを理由として以後の競争入札において、不利益な取扱いを受けるものではない。
カ　入札の無効
次のいずれかに該当する入札は無効とする。
　　　（ア）入札参加資格のない者のした入札
（イ）入札者の記名押印のない入札又は記入事項もしくは印影の判読ができない入札
（ウ）入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札
（エ）記載事項（金額を除く。）の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札
（オ）同一入札について入札者又はその代理人が２以上の入札をしたときは、その全部の入札
（カ）同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
（キ）明らかに連合によると認められる入札
（ク）金額を訂正した入札書による入札
（ケ）入札書が指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札
（コ）前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札

７　入札保証金に関する事項
　　入札参加者は、入札保証金を納付すべきこととされた場合には、以下のとおり納付してください。
（１）納付金額
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。
（２）納付方法
納付書による納付
（３）交付方法
直接
（４）交付日
競争入札参加資格確認結果通知書交付時
（５）交付場所
　　　３（２）に同じ
（６）納付期限
令和８年２月２５日（水）まで
（７）納付場所
さいたま市の指定金融機関
（８）その他
入札参加時には、（２）の納付書により入札保証金を納付した領収書の写しを必ず持参すること。

８　入札保証金の免除に関する事項
（１）競争入札に参加しようとする者が、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）（以下「契約規則」という。）第９条の規定に該当する場合は、入札保証金を免除とする。
　　　入札保証金の免除を希望する者は、入札説明書等の定めるところにより入札保証金免除申請書を３（４）の書類と併せて提出すること。
（２）入札保証金の免除を申請する場合は、契約規則第９条の規定に基づき、入札保証金免除申請書に次の書類を添付すること。
ア　契約規則第９条第１号に該当する場合　入札保証保険契約に係る保険証券
イ　契約規則第９条第２号に該当する場合　契約書の写し等
（３）免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を４の通知と併せて入札参加希望者に通知する。

９　落札者に関する事項
（１）開札の日時
　　　令和８年３月２日（月）入札終了後、直ちに行う。
（２）場所
　　　６（１）ウに同じ
（３）最低制限価格
設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。
（４）落札者の決定方法等
　　　さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
（５）再度入札の実施
ア　落札者がない場合は、直ちに再度入札を行う。
イ　再度入札の回数は、１回とする。
ウ　再度入札には、初回の入札に参加しなかった者又は開札に立ち会わなかった者は参加できない。
（６）開札に立ち会う者に関する事項
　　　６（１）エに同じ
（７）落札者の決定に係る調査基準価格の設定の有無
　無

１０　契約保証金に関する事項
落札者は、契約保証金を納付すべきこととされた場合には、以下のとおり納付してください。記載のない事項は、落札者へ別途連絡します。
（１）納付金額
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、契約規則第３０条の規定に該当する場合は免除とする。
（２）納付方法
納付書による納付
（３）交付方法
直接
（４）交付日及び納付期限
別途通知する。
（６）交付場所
３（２）に同じ
（７）納付場所
さいたま市の指定金融機関

１１　その他必要な事項
（１）提出書類に関する注意事項
競争入札参加資格を得るため又は入札保証金の免除に必要な条件の証明に当たって提出する契約書及び仕様書等の書類が日本語以外の記載がある場合は、その翻訳本を添付すること。
（２）　契約手続等
ア　契約予定日 令和８年３月１３日（金）
イ　縦覧に供する契約条項等
（ア）さいたま市契約規則
（イ）さいたま市業務委託執行事務取扱要綱
（ウ）さいたま市業務委託最低制限価格取扱要綱
（エ）さいたま市業務委託契約基準約款
（３）使用する言語及び通貨
この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。

１２ 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
さいたま市浦和区常盤６－４－４　さいたま市役所第二別館２階
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課
電話　０４８（８２９）１７０５

１３　契約及び入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
さいたま市浦和区駒場２－３－４５
さいたま市教育委員会事務局生涯学習部青少年宇宙科学館
電話 ０４８（８８１）１５１５（直通）
· 当該入札に関する内容、書類に関しては、必ず青少年宇宙科学館へお問い合わせいただきますようお願いします。

１４　その他
入札説明書等、当該契約に係る書類は入札時に返却してください。
